
 
 
 

件名）館山自動車道 富津地区財産整理分筆登記業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特記仕様書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年９月 

東日本高速道路株式会社関東支社 

東京湾アクアライン管理事務所 

 



特記仕様書 
 

記 
第 1 章総則 
 
１－１ 適用範囲 
 本特記仕様書に定める事項は、東日本高速道路株式会社関東支社（以下「発注者」という。）

が発注する「館山自動車道 富津地区財産整理分筆登記業務」（以下「本業務」という。）に係る

契約について、適用するものとし、本業務に係る「役務契約書」（以下「契約書」という。）につ

いて統一的な解釈及び運用を図るとともに、本業務に係る必要事項を定め、契約の適正な履行の

確保を図るものとする。 
 
１－２ 目的 
 本業務は、権利取得した土地の表示における不動産登記等を実施すると共に、特殊な対応を必

要とする登記業務について、専門的な知識を有する土地家屋調査士に依頼することをもって、業

務の円滑化を図ることを目的とする。 
 
１－３ 履行期間 

本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から 300 日間とする。 
 
１－４ 業務概要 
 １－４－１ 本業務は、高速道路の建設工事に伴い施工した付替え道水路の所有権移転の前提

として、高速道路敷地と付け替え道水路敷地に係る分筆登記等を行うため、会社が提供する測

量データ等に基づき、登記嘱託書の作成、所掌法務局への提出、補正、及び取り下げ、登記完

了証等の受領並びにこれらの付随する業務とする。 

 １－４－２ 受注者は、業務履行制限期間に業務を完了することができないことが明らかにな 
った場合は、業務が完了できない理由を付して速やかに監督員に報告し、監督員に必要な指示 
を受けるものとする。 

 
１－５ 予定数量等 

別添「内訳書」のとおりとする。 
 
１－６ 業務履行箇所 
 業務履行箇所は下記範囲内とする。 

館山自動車道（君津 IC～富津竹岡 IC） 
  自）千葉県富津市亀沢地内 
  至）千葉県富津市相川地内 



 
１－７ 適用すべき諸基準 
 本業務の実施にあたっては、本特記仕様書による他、下記諸基準を適用するものとする。 
  （１）不動産登記（表示に関する登記）業務標準仕様書（以下「業務仕様書という。」） 
  （２）その他監督員の指示するもの 
 
１－８ 用語の定義 
 契約書及び仕様書等に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 
  （１）「主任補助監督員」並びに「補助監督員」とは、本特記仕様書１－１０に基づき監督

員が定め、受注者に通知した者をいう。 
 
１－９ 契約書及び仕様書等の相互補完 

契約書及び仕様書等は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている 
事項は、契約の履行を拘束するものとする。 
 
１－１０ 監督員並びに主任補助監督員等 
 １－１０－１ 監督員及び主任補助監督員、補助監督員の通知等 
  発注者は、契約書第８条の規定に基づき監督員を定めると共に、監督員を補助させるため主

任補助監督員及び補助監督員を定めるものとする。この場合において、監督員は主任補助監

督員及び補助監督員の氏名を受注者に通知するものとする。 
 １－１０－２ 監督員から主任補助監督員への委任 
  監督員の権限とされる事項のうち監督員が必要と認めた下記権限を、主任補助監督員に委任 

するものとする。 
項   目 内   容 

資料の貸与 
資料の返却 

・図書及び関係書類の貸与 
・図書及び関係書類の返却 

法務局（登記官含む）で

の手続き 
・協議に係る指示 
・協議状況の報告先及び指示 

土地への立入り ・土地への立入りの指示 
打合せ ・打合せ 

・指示、打合簿、記録簿の提出先 
業務の指示 ・登記申請等指示書による指示、指示書等の発行 

 
１－１１ 提出書類の様式 

   受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を提

示のうえ提出するものとする。ただし、発注者または監督員がその様式を指示した場合は、これ

に従わなければならない。 



 
１－１２ 貸与資料 
  貸与資料は下記によるものとし、業務仕様書第８条に基づき貸与するものとする。 

一 全部事項証明書 
二 公図・地図の写し又は公図連続図 
三 地積測量図の写し 
四 管理用図面Ａマイラ－（現況平面図） 
五 管理用図面Ｂマイラ－（求積図） 
六 境界確認書又は立会証明書の原本 
七 座標面積計算書 
八 その他必要書類 

 
１－１３ 打合せ 
  受注者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、監督員と常に密接な連絡をとり、必要に応

じて十分な打合せを行うものとし、その内容を相互に記載事項を確認の業務打合簿（様式第１号）

を作成し、監督員に提出しなければならない。 
 
１－１４ 秘密保持 
 １－１４－１ 受注者は、業務のために提供された秘密保持（発注者及び受注者が所有する資 

料、データ、報告書等で、発注者又は受注者により秘密である旨の表示がなされたものをい 
う。以下同じ。）及び個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏 
名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容 
易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することが出来ることとなるものを 
含む。）以下同じ。）を業務の目的以外に使用してはならない。 

１－１４－２ 受注者は、業務の遂行にあたり知り得た秘密情報及び個人情報について、善良 
な管理者の注意をもって、漏洩、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理に必要な措置を講 
じるものとする。 

１－１４－３ 受注者は、発注者又は受注者が管理する秘密情報及び個人情報は、物的移動 
 （複製物を作成し、複製物を移動させる場合も含む）、磁気的・電子的・ネットワーク的移 
 動等の方法を問わず、無断で持ち出ししてはならない。 

 １－１４－４ 受注者は、業務の遂行上知り得た秘密情報及び個人情報を他に開示及び漏洩 
してはならない。ただし、次の各号に該当するものは、この限りでない。 

  一 契約への違反によらずに公知であるか、又は入手後公知となった情報 
  二 相手方より受領する以前から当事者が知っていた情報 
   三 当該業務と無関係に、当事者が開発した情報 
  四 相手方の書面による同意を事前に得て開示された情報 
  五 法的手続き、あるいは公認会計士による監査等により当事者が開示された情報 
 １－１４－５ 受注者は、本件業務の履行期間終了後、速やかに、秘密情報及び個人情報が記 



載又は記録された文書、図画、電磁的記録等の媒体（複写物及び複製物を含む。）を返還し、 
返還が不可能又は困難な場合には、発注者の指示に従って、当該媒体を消去又は廃棄するも 
のとする。秘密保持に係る規定は法令の定めにあるものを除き、履行期間終了後も有効とす 
る。 

１－１４－６ 受注者は、秘密情報及び個人情報の漏洩、侵害等の事案が発生した場合には、 
  直ちに発注者に報告するものとし、報告は履行責任者から監督員に対して行うものとする。 
 
１－１５ 交通費 
 本業務の履行により必要とする交通費は、諸経費に含むものとする。 
 
１－１６ その他 
 本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義を生じた事項については、発注者及び 
受注者が協議して定めるものとする。 
 
第２章 業務細部に関する事項 
 
２－１ 発注者との密な調整 

受注者と発注者は、契約等が完了した内容を相互に把握することに努め、不動産登記業務の実 
施にあたり優先順位等、綿密な調整を図るものとする。 
 
２－２ 現地調査（現地調査Ａ及び現地調査Ｂ） 

現地調査には、発注者が貸与する全部事項証明書及び公図等の照合及び確認作業を含むものと

する。 
 
２－３ 法務局との調整 

嘱託登記手続きは、業務仕様書第２１条により実施するものとし、事前に所轄法務局の登記官

と協議を実施し、滞りなく登記が完了するよう努めなければならない。また、受注者は申請して

いる登記等の完了日を把握し、登記等が完了した際は速やかに発注者に報告するものとする。 
 
２－４ 申請書添付書類作成（文案を要する書類） 

業務仕様書第２１条第１号から第 7 号までのうち、必要な書類を作成する。作成書類について

は別途指示するものとする。 
 
２－５ 筆界確認書等への署名・押印 

付替道水路敷地と隣接土地所有者との境界については、高速道路の建設時に確定済みであるが、 
相続又は売買等により隣接土地所有者が変更となっている筆について、改めて境界確認を行う必

要がある場合は、現地若しくは図面等を用いて隣接土地所有者に説明の上、筆界確認書等への署

名・押印を得るものとする。 



 
別添 

内訳書 

件名）館山自動車道 富津地区財産整理分筆登記業務 

 

種別 単位 数量 摘要 
 現地調査Ａ 件 57  

 現地調査Ｂ 件 32  

 土地所在図作成 筆 170  

 地積測量図作成（分筆） 筆 170 分筆後の土地 2 筆まで 

 地積測量図作成（分筆） 筆 30 加算 1 筆増すごと 

 不動産調査報告書作成 通 232  

 申請書添付書類作成 
（文案を要する書類） 

通 57  

 筆界確認書等への署名・押印 名 67  

 申請手続業務〔分筆〕 筆 170 分筆後の土地 2 筆まで 

 申請手続業務〔分筆〕 筆 30 加算 1 筆増すごと 

 申請手続業務〔地目の変更〕 筆 62  

以下余白    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 



様式第１号 

業務打ち合わせ簿 
 

第  回 
 追番 － 頁 
令和  年  月  日 
打合簿を受領しました。 

令和  年  月  日 
打合簿を受領しました。 

当社 印 

監督員 
副監督

員 

主任補

助監督

員 

補助 
監督員 

受注者 印 

 
履行 
責任者 

担当者 

       

事業者名  受注者名  
調査等名  打合せ方式 会議 ・ 電話 
日時 令和  年  月  日 場所  
出席者 当社側  受注者側  
（内容） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注１）電子メールによる伝達とする。 
（注２）電子メールの場合、受理者は受領欄に押印したうえで、発議者に電子 
   メールで返送のうえ、保管するものとする。 
（注３）内容欄には、下記事項毎に整理して記載すること。 
当社側：請求、通知、協議、回答、承諾 
受注者側：請求、報告、申出、質問、協議、提出 
（注４） 打合簿作成者側の受領表示は、取消し線により削除すること。 


